
女性活躍推進法に基づく一般
事業主行動計画について



女性活躍推進法とは？

• 女性活躍推進法とは、仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存分に発揮
できる社会の実現を目指して、2015年8月に成立した法律です

• 2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も一般事業主行
動計画の策定や情報公表が義務の対象になります。

• 2022年4月より明和会も義務になりました！（101人以上の事業主）

• 行うべきことは？

➀一般事業主行動計画の策定等

②自社の助成活躍に関する情報公開



政府が求める女性活躍の視点

➀仕事と家庭を両立しながら能力を発揮できる

• 女性はもちろん男性も含めて、育児や介護などで時間に制約のある労働者が増えてきている現状に
合わせて、働き方改革を行い、誰もが働きやすい職場を実現することが重要

②男性が家庭生活に参画するのは当たり前

• 男性も家庭生活に気兼ねなく参画することを強力に推進し、仕事と家庭生活を両立させることが当た
り前となるような社会や、働きやすい職場環境を整えていくこと

③女性のキャリアアップを邪魔しない

• 出産を終えて職場に戻っても、育児のために残業ができなかったり早退や休むことが多かったりする
ため、簡単な仕事しか与えられなくなり、出世コースとは異なるコースに乗ってしまう・・・このような状
況を改善するには、仕事と家庭を両立できる支援制度や、家庭生活に参画しながらキャリアを形成し
ていけるような仕組みの構築が重要



女性活躍「行動計画」策定プログラムより









明和会の状況について（まとめ）





次に・・・
行動計画の策定を行わないといけません
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